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　推薦選抜や一般選抜などすべての選抜方法において、感染症対策を講じた上で通常通り実施する予
定ですが、今後の新型コロナウイルス感染症等の状況によっては、方針等を変更する場合があります。

　なお、学校会場以外を受検会場とすることなどが生じた場合には、中学校等を通じて志願者に連絡
するとともに、学校ホームページでも周知します。

●本校の求める生徒像

　（１）自己の目標に向かって心身の鍛錬をはかり、向学心・向上心を持つ生徒
　（２）自他を認めあい、協調・協力してものごとに取り組む生徒
　（３）何事にも粘り強く取り組み、やり遂げようと努力する生徒

●入学定員

　普通科　160 名（４学級）
　　 　ただし、身元引受人による県外受検生については、入学定員内で原則として 4 名以内において

合格者を決定する。

　Ａ　募　集　人　員

入学定員の 25％程度
　Ｂ　出　願　資　格

令和４年３月に中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業する見込みの者
又は中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者で、かつ次の各事項に該当し、当該中学校等
の校長が推薦する者とする。

（１）本校を志望する動機や理由が明確で適切であること
（２）本校に適性、興味及び関心を有すること
（３）合格内定した場合、入学の意思が確実であること
（４）次のいずれかに該当すること

（ア）学習成績が優秀である者
（イ）部活動等での活躍が顕著な者
　　　 a 　部活動推薦については、入学後も引き続き該当部活動を継続することが確約できる者
　　　 b 　ボランティア活動推薦については、ボランティア活動で顕著な実績を有する者
　　　 c 　生徒会活動推薦については、生徒会活動で顕著な実績を有する者

　Ｃ　出　願　期　間

令和４年１月７日（金）から１月 13 日（木）12 時までとする。
　　　　持込みの場合：１月７日（金）、１月 11 日（火）、１月 12 日（水）は９時から 17 時まで
　　　　　　　　　　　１月 13 日（木）は９時から 12 時まで
　　　　郵 送 の 場 合：１月 13 日（木）12 時以降に届いたものについては、１月 11 日（火）までの
　　　　　　　　　　　消印があるものに限り受け付ける
　Ｄ　選抜において重視する点

（１）学習活動あるいは部活動等の実績
　（２）志望理由と学習ならびに部活動の意欲

　Ⅰ　募　 集　 要　 項

（Ⅰ） 推　薦　選　抜
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　Ｅ　出　願　手　続

（１）志願者の出願書類等
次の書類等を、出身中学校等の校長を経由して、所定の期間中に本校校長に提出しなければ

ならない。ただし、入学願書の提出は１人１校１学科に限る。
（ア）入学願書（本校所定、推薦選抜用緑色）

入学願書は、黒又は青のペンで記入する。
志願者の氏名にある文字と各種調査報告書の入力及び印刷に用いる文字が異なる場合に

は、該当の文字を「入力用文字」の欄に記載する。異なる文字を用いていない場合は空欄とせ

ず、斜線を記すこと。
（イ）写真１枚

たて４cm ×よこ３cm（６ヶ月以内に撮影したもの）を願書右部の「受検票」部分にはりつけ
ること。なお、写真は無帽・無背景・正面とし、本人を鮮明に識別できるもの。原則として
制服とする。白黒・カラー写真の別は問わない。

（ウ）受検料　2,200 円
島根県収入証紙を入学願書の所定欄にはりつける。ただし、消印をしてはならない。

（エ）調査票兼志望理由書（本校所定）
　　　内容について
　　 （ a）出願資格（４）の（ア）の場合
　　　　 　得意教科または好きな教科について、またその教科を勉強する上で努力した点、工夫

した点等。　
　　　　　高校入学後、どのような高校生活を送りたいか。高校卒業後の進路目標について。
　　（b）出願資格（４）の（イ）の場合
　　　　　どのような活動を行ったか、また活動の中で学んだこと。
　　　　　高校入学後、どのような活動をしたいか。
　　　　　高校入学後、部活動以外ではどのような高校生活を送りたいか。
（オ）島根県公立高等学校入学志願承認願（様式第８号）

（保護者が県外に居住する場合又は出身中学校等が県外の場合）
（２）中学校等の提出書類等

出身中学校等の校長は、入学願書等に次の書類等を添付し、所定の期間中に本校校長に提出
しなければならない。

（ア）出身中学校等の校長推薦書（本校所定）
（イ）個人調査報告書（様式第２号）
（ウ）学習成績・特別活動の記録等概要表（様式第３号）
（エ）公立高等学校入学者選抜出願者名簿（様式第 15 号）（推薦選抜用）
（オ）上記（イ）及び（エ）の電子データ（暗号化され、ＣＤ－Ｒに保存したもの）
　　　県外中学校等から出願する際は、（オ）の電子データの提出は不要である。

（３）その他
（ア）いったん受理した入学願書、添付書類等及び受検料は返還しない。
（イ）必要な書類を郵送する場合は、簡易書留郵便として、封筒の表面に「入学者選抜関係書類

在中」と朱書すること。
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　Ｆ　選抜方法及び期日

（１）選抜方法
面接及び書類審査による。
面接における評価の観点は次のとおりである。

（ア）本校への明確な志望動機・理由
（イ）高校生活への意欲
（ウ）将来への明確な目標
（エ）豊かな人間性

（２）面接期日　令和４年１月 18 日（火）
８：30 ～８：40　受付（本校管理棟・特別教室棟玄関）　
　　　　　 　　受検票は当日、受付にて渡します。

８：40 ～９：00　諸注意
９：00 ～　　　　面接

（３）面接会場　本校管理棟・特別教室棟
（注）欠席者は、出身中学校等の校長を通じて、その理由を付し、当日８時 40 分までに届

けること。（緊急の場合は口頭又は電話でもよい。）

　Ｇ  推薦選抜実施日に、新型コロナウイルス感染症罹患等で受検できない受検生がいた場合は、別
の実施日として令和４年 1月 24 日（月）を設定する。

　Ｈ　合格内定通知

令和４年１月 25 日（火）10 時以降、本校校長から出身中学校等の校長へ合格内定状況一覧表（様
式第４号）により通知する。また、合格が内定した志願者へは、本校校長から出身中学校等の校
長を通じて合格内定通知書（様式第５号）により通知する。ただし、郵送の場合は当日中に投函す
る。
また、合格発表は令和４年３月 11 日（金）10 時とする。合否に関する電話等による問い合わせ

には一切応じない。合格者は、合格発表後直ちに入学意思通知書（本校所定の用紙：合格通知と
ともに出身中学校等の校長を通じて配付する）により入学の意思表示をすること。令和４年３月

17日（木）17 時までに意思表示のない場合は、合格を取り消すことがある。
　Ｉ　そ　　の　　他

（１）推薦選抜による合格内定者は、公立高等学校に改めて出願することはできない。
（２）合格内定とならなかった場合は、本校を含め、改めて公立高等学校に出願することができる。

その場合、本校から交付された学力検査料納付済証明書を一般選抜又は第２次募集の入学願書
裏面の所定欄にはり、入学検定料 800 円のみを納付する。（県立高等学校については、島根県
収入証紙を所定欄にはりつける。ただし、消印をしてはならない。松江市立皆美が丘女子高等
学校については、松江市立皆美が丘女子高等学校の指示に従うこと。）

（３）合格者の予定
　　　　令和４年３月 25 日（金）13 時から 16 時頃まで　　　 新入生登校指導（保護者同伴）
  ４月５日（火）８時 30 分から 11 時頃まで 新入生健康診断
  ４月９日（土）９時から 12 時 30 分頃まで 入学式



－ 5－－ 4－

　Ａ　募　集　定　員

入学定員から推薦選抜の合格内定者数を除いた数を一般選抜の募集定員とする。
　Ｂ　出　願　資　格

次の（１）から（３）のいずれかに該当する者とする。
（１）中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前

期課程を修了した者
（２）令和４年３月に中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業する見込みの

者又は中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者
（３）学校教育法施行規則第 95 条の規定に該当する者

　Ｃ　出　願　期　間

令和４年 1月 27 日（木）から２月１日（火）12 時までとする。
　　　　持込みの場合：１月 27 日（木）、１月 28 日（金）、１月 31 日（月）は９時から 17 時まで
　　　　　　　　　　　２月１日（火）は９時から 12 時まで
　　　　郵送の場合：２月１日（火）12 時以降に届いたものについては、１月 28 日（金）までの
　　　　　　　　　　　消印があるものに限り受け付ける
　Ｄ　選抜において重視する点

（１）学習の記録及び中学校で到達した学力の程度
（２）特別活動や諸活動の実績

　Ｅ　出　願　手　続

（１）志願者の提出書類等
入学志願者は、次の書類等を出身中学校等の校長を経由して、所定の期間中に本校校長に提

出しなければならない。
（ア）入学願書（本校所定、白色）

黒又は青のペンで記入すること。
志願者の氏名にある文字と各種調査報告書の入力及び印刷に用いる文字が異なる場合に

は、該当の文字を「入力用文字」の欄に記載する。異なる文字を用いていない場合は空欄とせ

ず、斜線を記すこと。
（イ）写真１枚

たて４cm ×よこ３cm（６ヶ月以内に撮影したもの）を願書右部の「受検票」部分にはりつけ
ること。なお、写真は無帽・無背景・正面とし、本人を鮮明に識別できるもの。原則として
制服とする。白黒・カラー写真の別は問わない。

（ウ）受検料
学力検査料 1,400 円及び入学検定料 800 円、合計 2,200 円を、島根県収入証紙で入学願書

の所定欄にはりつける。ただし、消印をしてはならない。

推薦選抜等で合格内定とならなかった場合は、推薦選抜等の受検校から交付された学力検
査料納付済証明書を一般選抜の入学願書裏面の所定欄にはり、入学検定料 800 円のみを納付
する。

（エ）島根県公立高等学校入学志願承認願（様式第８号）
（保護者が県外に居住する場合又は出身中学校等が県外の場合）

（Ⅱ） 一　般　選　抜
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　Ｆ　選抜方法及び期日

（１）選抜方法
面接及び書類審査による。
面接における評価の観点は次のとおりである。

（ア）本校への明確な志望動機・理由
（イ）高校生活への意欲
（ウ）将来への明確な目標
（エ）豊かな人間性

（２）面接期日　令和４年１月 18 日（火）
８：30 ～８：40　受付（本校管理棟・特別教室棟玄関）　
　　　　　 　　受検票は当日、受付にて渡します。

８：40 ～９：00　諸注意
９：00 ～　　　　面接

（３）面接会場　本校管理棟・特別教室棟
（注）欠席者は、出身中学校等の校長を通じて、その理由を付し、当日８時 40 分までに届

けること。（緊急の場合は口頭又は電話でもよい。）

　Ｇ  推薦選抜実施日に、新型コロナウイルス感染症罹患等で受検できない受検生がいた場合は、別
の実施日として令和４年 1月 24 日（月）を設定する。

　Ｈ　合格内定通知

令和４年１月 25 日（火）10 時以降、本校校長から出身中学校等の校長へ合格内定状況一覧表（様
式第４号）により通知する。また、合格が内定した志願者へは、本校校長から出身中学校等の校
長を通じて合格内定通知書（様式第５号）により通知する。ただし、郵送の場合は当日中に投函す
る。
また、合格発表は令和４年３月 11 日（金）10 時とする。合否に関する電話等による問い合わせ

には一切応じない。合格者は、合格発表後直ちに入学意思通知書（本校所定の用紙：合格通知と
ともに出身中学校等の校長を通じて配付する）により入学の意思表示をすること。令和４年３月

17日（木）17 時までに意思表示のない場合は、合格を取り消すことがある。
　Ｉ　そ　　の　　他

（１）推薦選抜による合格内定者は、公立高等学校に改めて出願することはできない。
（２）合格内定とならなかった場合は、本校を含め、改めて公立高等学校に出願することができる。

その場合、本校から交付された学力検査料納付済証明書を一般選抜又は第２次募集の入学願書
裏面の所定欄にはり、入学検定料 800 円のみを納付する。（県立高等学校については、島根県
収入証紙を所定欄にはりつける。ただし、消印をしてはならない。松江市立皆美が丘女子高等
学校については、松江市立皆美が丘女子高等学校の指示に従うこと。）

（３）合格者の予定
　　　　令和４年３月 25 日（金）13 時から 16 時頃まで　　　 新入生登校指導（保護者同伴）
  ４月５日（火）８時 30 分から 11 時頃まで 新入生健康診断
  ４月９日（土）９時から 12 時 30 分頃まで 入学式
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（２）中学校等の提出書類等
出身中学校等の校長は、入学願書等に次の書類等を添付し、所定の期間中に本校校長に提出

しなければならない。
（ア）個人調査報告書（様式第２号）
（イ）学習成績・特別活動の記録等概要表（様式第３号）
（ウ）公立高等学校入学者選抜出願者名簿（様式第 15 号）（一般選抜用）
（エ）上記（ア）及び（ウ）の電子データ（暗号化され、ＣＤ－Ｒに保存したもの）
　　県外中学校等から出願する際は、（エ）の電子データの提出は不要である。

（３）その他
（ア）いったん受理した入学願書、添付書類等及び受検料は返還しない。
（イ）必要な書類を郵送する場合は、簡易書留郵便として、封筒の表面に「入学者選抜関係書類

在中」と朱書すること。
（ウ）入学志願者は、いずれかの学年で欠席日数が 30 日以上ある場合や、すでに中学校等を卒

業している場合に、出身中学校等の校長を経由して自己申告書（様式第 14 号）を提出するこ
とができる。自己申告書の本人の記入欄及び保護者の記入欄は、それぞれ直筆で記入する
こと。

　Ｆ　出願状況の発表

一般選抜出願者の状況を、令和４年２月２日（水）の 14 時に、県教育委員会のホームページで
発表する。
また、志願変更後の一般選抜最終出願状況を、２月 17 日（木）の 14 時に、県教育委員会のホー

ムページで発表する。
　Ｇ　志　願　変　更

　〔本校から他校に志願変更する場合〕

本校に一般選抜を出願した者が希望する場合には、１回に限り、他の学校の課程、学科（部）に
志願変更することができる。

（１）志願変更受付期間
令和４年２月８日（火）から２月 10 日（木）17 時までとする。
　　　　 受付時間：３日間とも９時から 17 時まで
持込みによる提出のみとし、郵送による提出は認めない。

（２）提出書類
志願変更を希望する者は、次の書類を、出身中学校等の校長を経由して、所定の期間中に本

校校長に提出しなければならない。
（ア）入学志願変更届（様式第 10 号）、入学志願変更証明書（様式第 10 号－２）に必要事項を記載

し、切り取らずに提出すること。
（イ）志願変更先高等学校の入学願書
　　　書き方等は、志願変更先高等学校の募集要項を参考にすること。受検票の部分に写真をは

りつける。
（ウ）提出された入学志願変更証明書及び志願変更先高等学校の願書は、出身中学校等の校長に

返付する。
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　〔他校から本校に志願変更する場合〕

（１）志願変更受付期間
令和４年２月 14 日（月）から２月 15 日（火）17 時までとする。
　持込みの場合：２日間とも９時から 17 時まで
　郵送の場合：簡易書留速達に限る。

　　　　　　　　　　　 ２月 15 日（火）17 時以降に届いたものについては、２月 14 日（月）まで
の消印があるものに限り受け付ける。

（２）提出書類
他校で入学志願変更証明書を交付された者は、次の書類を、出身中学校等の校長を経由して、

所定の期間中に本校校長に提出しなければならない。
（ア）交付された入学志願変更証明書
（イ）本校の入学願書（出願先高等学校で収入済みの収納印を受けたもの）

書き方は、ⅡのＥの（１）の（ア）（イ）を参照すること。
（ウ）島根県公立高等学校入学志願承認願（様式第８号）

（保護者が県外に居住する場合又は出身中学校等が県外の場合）
（エ）その他

受検料を再度納付する必要はない。
（３）中学校等の提出書類

出身中学校等の校長は、入学願書等に次の書類等を添付し、所定の期間中に本校校長に提出
しなければならない。

（ア）個人調査報告書（様式第２号）
（イ）公立高等学校入学者選抜出願者名簿（様式第 15 号）（志願変更用）（志願変更により新たに

出願する者のみ記載し、提出すること）
（ウ）学習成績・特別活動の記録等概要表（様式第３号）（当該中学校等から新規に出願をする場

合のみ提出）
（エ）上記（ア）及び（イ）の電子データ（暗号化され、ＣＤ－Ｒに保存したもの）
　　　県外中学校等から出願する際は、（エ）の電子データの提出は不要である。

（４）その他
（ア）志願変更手続においていったん受理した入学願書、添付書類等及び受検料は返還しない。
（イ）必要な書類を郵送する場合は、簡易書留郵便として、封筒の表面に「入学者選抜関係書類

在中」と朱書すること。
（ウ）入学志願者は、いずれかの学年で欠席日数が 30 日以上ある場合や、すでに中学校等を卒

業している場合に、出身中学校等の校長を経由して自己申告書（様式第 14 号）を提出するこ
とができる。

（エ）中学校等を卒業後５年を超える者、及び県外居住者については、本校から他校への志願変
更手続きを出身中学校等の校長を経由せずに行うことができる。その場合、必要書類の提出
は本人又は法定代理人が行い、入学志願変更証明書の交付及び入学願書の返付を受けること。
また、本人の場合には身分を証明するものを、法定代理人の場合には身分を証明するもの及
び本人との関係を証する書類を提示すること。

　　　ただし、この場合も他校から本校へ志願変更する手続きは出身中学校等の校長を経由して
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（２）中学校等の提出書類等
出身中学校等の校長は、入学願書等に次の書類等を添付し、所定の期間中に本校校長に提出

しなければならない。
（ア）個人調査報告書（様式第２号）
（イ）学習成績・特別活動の記録等概要表（様式第３号）
（ウ）公立高等学校入学者選抜出願者名簿（様式第 15 号）（一般選抜用）
（エ）上記（ア）及び（ウ）の電子データ（暗号化され、ＣＤ－Ｒに保存したもの）
　　県外中学校等から出願する際は、（エ）の電子データの提出は不要である。

（３）その他
（ア）いったん受理した入学願書、添付書類等及び受検料は返還しない。
（イ）必要な書類を郵送する場合は、簡易書留郵便として、封筒の表面に「入学者選抜関係書類

在中」と朱書すること。
（ウ）入学志願者は、いずれかの学年で欠席日数が 30 日以上ある場合や、すでに中学校等を卒

業している場合に、出身中学校等の校長を経由して自己申告書（様式第 14 号）を提出するこ
とができる。自己申告書の本人の記入欄及び保護者の記入欄は、それぞれ直筆で記入する
こと。

　Ｆ　出願状況の発表

一般選抜出願者の状況を、令和４年２月２日（水）の 14 時に、県教育委員会のホームページで
発表する。
また、志願変更後の一般選抜最終出願状況を、２月 17 日（木）の 14 時に、県教育委員会のホー

ムページで発表する。
　Ｇ　志　願　変　更

　〔本校から他校に志願変更する場合〕

本校に一般選抜を出願した者が希望する場合には、１回に限り、他の学校の課程、学科（部）に
志願変更することができる。

（１）志願変更受付期間
令和４年２月８日（火）から２月 10 日（木）17 時までとする。
　　　　 受付時間：３日間とも９時から 17 時まで
持込みによる提出のみとし、郵送による提出は認めない。

（２）提出書類
志願変更を希望する者は、次の書類を、出身中学校等の校長を経由して、所定の期間中に本

校校長に提出しなければならない。
（ア）入学志願変更届（様式第 10 号）、入学志願変更証明書（様式第 10 号－２）に必要事項を記載

し、切り取らずに提出すること。
（イ）志願変更先高等学校の入学願書
　　　書き方等は、志願変更先高等学校の募集要項を参考にすること。受検票の部分に写真をは

りつける。
（ウ）提出された入学志願変更証明書及び志願変更先高等学校の願書は、出身中学校等の校長に

返付する。
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行い、また、出身中学校等の校長は必要書類等を本校校長に提出しなければならない。
（オ）いったん入学志願変更届を提出した者は、志願変更を取りやめることはできない。また、

所定の期間内に志願変更手続きを完了しなかった時は、一般選抜を辞退したものとみなす。
その場合、出身中学校等の校長は、本校校長へ受検辞退届（様式第 13 号）を提出すること。

　Ｈ　学　力　検　査

（１）期日　令和４年３月３日（木）
（２）学力検査場　本校（島根県立平田高等学校）
（３）日程　　 

　 
　 

　 
　 
（４）欠席者は、出身中学校等の校長を通じて、その理由を付し、当日の８時 50 分までに届け出

ること。（緊急の場合は口頭又は電話でもよい。）
Ｉ　追　　検　　査

（１）受検資格
　　 　学力検査日当日の特別措置によっても対応できず、やむを得ず欠席した者のうち、次の（ア）、

（イ）のいずれかに該当し、追検査の受検を希望する者。ただし、学力検査の一部でも受検した者
は除く。

　　（ア ）学校保健安全法施行規則第 18 条において、学校において予防すべき感染症に指定されて
いる疾病の罹患者

　　（イ）検査当日の災害、不慮の事故等やむを得ない理由により学力検査を受検できなくなった者
　（２）出願手続
　　　出身中学校等の校長は、次の手続きを行う。
　　（ア ）追検査の出願資格に該当し又は該当する可能性があり、追検査の受検を希望する者がいる

場合、ただちに本校校長及び県教育委員会へ電話で連絡する。ただし、検査場特措を願い出
た者については、学力検査場となった高等学校長にも連絡すること。

　　（イ ）以下のものを、３月４日（金）午前 10 時までに本校校長に提出する。ただし、検査場特措
を願い出た場合は、学力検査場となった高等学校長にも提出すること。

　　　　・追検査受検願（様式第 25 号）　１部
　　　　・証明書類（検査当日の医師の診断書等）　１部
　　　　・追検査受検者名簿（様式第 26 号）　３部
　（３）実施期日及び検査内容
　　　　令和４年３月８日（火）
　　　　　学力検査の実施教科及び実施順序並びに検査時間は同じ

受　　付 ８：30 ～８：50

諸注意・入場 ８：50 ～９：15

国　　語 ９：20 ～ 10：10

数　　学 10：30 ～ 11：20

社　　会 11：40 ～ 12：30

〈昼　　食〉

英　　語 13：20 ～ 14：10

理　　科 14：30 ～ 15：20
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　（４）学力検査場
　　　　追検査の学力検査場は、島根県教育委員会が定める。
　（５）その他
　　（ア）追検査の受検料は徴収しない。
　　（イ）追検査受検者は、本検査時に交付された受検票を持ってくる。
　　（ウ ）追検査受検者は、学力検査時の「受検者が準備すべき用具及び受検上の諸注意」に準じて受

検する。
　　（エ）その他詳細については、別途通知する。
　Ｊ　合　格　発　表

令和４年３月 11 日（金）10 時
出身中学校等の校長あてに通知する。ただし、郵送の場合は当日中に投函する。合否に関する

電話等による問い合わせには一切応じない。
また、本校のホームページに受検番号を発表する。

　Ｋ　入学の意思表示

合格者は、合格発表後直ちに入学意思通知書（本校所定の用紙：合格通知とともに出身中学校
等の校長を通じて配布する）により入学の意思表示をすること。令和４年３月 17 日（木）17 時ま
でに意思表示のない場合は、合格を取り消すことがある。

　Ｌ　合格者の予定

　令和４年３月 25 日（金）13 時から 16 時頃まで　　 新入生登校指導（保護者同伴）
 ４月５日（火）８時 30 分から 11 時頃まで 新入生健康診断
 ４月９日（土）９時から 12 時 30 分頃まで 入学式

　令和４年度入学者選抜合格発表の時点で欠員が生じたときには第２次募集を行う。
　Ａ　募　集　人　員

令和４年３月 11 日（金）の公立高等学校入学者選抜の合格発表の時点での欠員数を募集人員と
する。（入学定員から合格者数を除いた数を第２次募集の募集人員とする）
第２次募集を行う学校、課程、学科及びその募集人員は、令和４年３月 11 日（金）10 時に県教

育委員会のホームページで公表する。
　Ｂ　出　願　資　格

一般選抜のＢに定める出願資格をもつ者のうち、以下の（ア）又は（イ）に該当する者を除くもの
とする。
（ア）令和４年度島根県公立高等学校入学者選抜に合格した者
（イ）令和４年度入学者選抜において、高等専門学校、県外の高等学校又は県内の私立高等学校

等に合格し、入学手続きをした者
 　ただし、令和４年度島根県公立高等学校入学者選抜の一般選抜において、本校に出願した

者は再度出願することはできない。
 　また、令和４年度島根県公立高等学校入学者選抜の一般選抜学力検査を受検していること。

　Ｃ　出　願　期　間

令和４年３月 14 日（月）から３月 16 日（水）12 時までとする。

（Ⅲ） 第　２　次　募　集
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行い、また、出身中学校等の校長は必要書類等を本校校長に提出しなければならない。
（オ）いったん入学志願変更届を提出した者は、志願変更を取りやめることはできない。また、

所定の期間内に志願変更手続きを完了しなかった時は、一般選抜を辞退したものとみなす。
その場合、出身中学校等の校長は、本校校長へ受検辞退届（様式第 13 号）を提出すること。

　Ｈ　学　力　検　査

（１）期日　令和４年３月３日（木）
（２）学力検査場　本校（島根県立平田高等学校）
（３）日程　　 

　 
　 

　 
　 
（４）欠席者は、出身中学校等の校長を通じて、その理由を付し、当日の８時 50 分までに届け出

ること。（緊急の場合は口頭又は電話でもよい。）
Ｉ　追　　検　　査

（１）受検資格
　　 　学力検査日当日の特別措置によっても対応できず、やむを得ず欠席した者のうち、次の（ア）、

（イ）のいずれかに該当し、追検査の受検を希望する者。ただし、学力検査の一部でも受検した者
は除く。

　　（ア ）学校保健安全法施行規則第 18 条において、学校において予防すべき感染症に指定されて
いる疾病の罹患者

　　（イ）検査当日の災害、不慮の事故等やむを得ない理由により学力検査を受検できなくなった者
　（２）出願手続
　　　出身中学校等の校長は、次の手続きを行う。
　　（ア ）追検査の出願資格に該当し又は該当する可能性があり、追検査の受検を希望する者がいる

場合、ただちに本校校長及び県教育委員会へ電話で連絡する。ただし、検査場特措を願い出
た者については、学力検査場となった高等学校長にも連絡すること。

　　（イ ）以下のものを、３月４日（金）午前 10 時までに本校校長に提出する。ただし、検査場特措
を願い出た場合は、学力検査場となった高等学校長にも提出すること。

　　　　・追検査受検願（様式第 25 号）　１部
　　　　・証明書類（検査当日の医師の診断書等）　１部
　　　　・追検査受検者名簿（様式第 26 号）　３部
　（３）実施期日及び検査内容
　　　　令和４年３月８日（火）
　　　　　学力検査の実施教科及び実施順序並びに検査時間は同じ

受　　付 ８：30 ～８：50

諸注意・入場 ８：50 ～９：15

国　　語 ９：20 ～ 10：10

数　　学 10：30 ～ 11：20

社　　会 11：40 ～ 12：30

〈昼　　食〉

英　　語 13：20 ～ 14：10

理　　科 14：30 ～ 15：20
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ただし、郵送による場合は、簡易書留速達に限る。

　持込の場合：３月 14 日（月）、３月 15 日（火）は９時から 17 時まで
　　　　　　　３月 16 日（水）は９時から 12 時まで
　郵送の場合：３月 16 日（水）12 時以降に届いたものについては、３月 14 日（月）までの
　　　　　　　消印があるものに限り受け付ける

　Ｄ　選抜において重視する点

（１）学習の記録及び中学校で到達した学力の程度
（２）特別活動や諸活動の実績
（３）志望理由と学習ならびに部活動の意欲

　Ｅ　出　願　手　続

（１）志願者の提出書類
入学志願者は、次の書類等を出身中学校等の校長を経由して、所定の期間中に本校校長に提

出しなければならない。
（ア）入学願書（本校所定、青色）

黒又は青のペンで記入すること。
志願者の氏名にある文字と各種調査報告書の入力及び印刷に用いる文字が異なる場合に

は、該当の文字を「入力用文字」の欄に記載する。異なる文字を用いていない場合は空欄とせ

ず、斜線を記すこと。
「一般選抜受検校」の欄について、第２・第３・第４志望学科を受検した場合は記載するこ
と。また、受検していない場合は空欄とせず、それぞれ斜線を記すこと。

（イ）一般選抜の際に交付された学力検査料納付済証明書
入学願書裏面の所定の欄にはりつける。

（ウ）入学検定料 800 円
島根県収入証紙で入学願書の所定欄にはりつけること。ただし、消印をしてはならない。

（エ）写真１枚
たて４cm ×よこ３cm（６ヶ月以内に撮影したもの）を願書右部の「受検票」部分にはりつけ

ること。なお、写真は無帽・無背景・正面とし、本人を鮮明に識別できるもの。原則として
制服とする。白黒・カラー写真の別は問わない。

（オ）島根県公立高等学校入学志願承認願（様式第８号）
（保護者が県外に居住する場合又は出身中学校等が県外の場合）

（２）中学校等の提出書類等
出身中学校等の校長は、入学願書等に次の書類等を添付し、所定の期間中に本校校長に提出

しなければならない。
（ア）個人調査報告書（様式第２号）
（イ）学習成績・特別活動の記録等概要表（様式第３号）
（ウ）公立高等学校入学者選抜出願者名簿（様式第 15 号）（第２次募集用）
（エ）上記（ア）及び（ウ）の電子データ（暗号化され、ＣＤ－Ｒに保存したもの）
　　　県外中学校等から出願する際は、（エ）の電子データの提出は不要である。

（３）その他
（ア）いったん受理した入学願書、添付書類等及び入学検定料は返還しない。
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（イ）必要な書類を郵送する場合は、簡易書留速達郵便として、封筒の表面に「入学者選抜関係

書類在中」と朱書すること。
（ウ）入学志願者は、いずれかの学年で欠席日数が 30 日以上ある場合や、すでに中学校等を卒

業している場合に、出身中学校等の校長を経由して自己申告書（様式第 14 号）を提出するこ
とができる。自己申告書の本人の記入欄及び保護者の記入欄は、それぞれ直筆で記入する
こと。

　Ｆ　選抜方法及び期日

（１）選抜方法
　　　面接、書類審査及び一般選抜学力検査の結果による。

面接における評価の観点は次のとおりである。
（ア）本校への明確な志望動機・理由
（イ）高校生活への意欲
（ウ）将来への明確な目標

（２）面接期日　令和４年３月 18 日（金）
　　　　　　９：30 ～９：40　受付（本校プラタナス記念館）　
　　　　　　　　　　　　　　　受検票は当日、受付にて渡します。

　　　　　　９：40 ～ 10：00　諸注意
　　　　　　10：00 ～　　　　面接

（３）面接会場　本校プラタナス記念館
（注）欠席者は、出身中学校等の校長を通じて、その理由を付し、当日９時 40 分までに届

けること。（緊急の場合は口頭又は電話でもよい。）
　Ｇ　合　格　発　表

令和４年３月 23 日（水）15 時
出身中学校等の校長あてに通知する。ただし、郵送の場合は当日中に投函する。合否に関する

電話等による問い合わせには一切応じない。
　Ｈ　入学の意思表示

合格者は、合格発表後直ちに入学意思通知書（本校所定の用紙：合格通知とともに出身中学校
等の校長を通じて配布する）により入学の意思表示をすること。令和４年３月 25 日（金）13 時ま
でに意思表示のない場合は、合格を取り消すことがある。

　Ｉ　合格者の予定

　令和４年３月 25 日（金）13 時から 16 時頃まで　　 新入生登校指導（保護者同伴）
 ４月５日（火）８時 30 分から 11 時頃まで 新入生健康診断
 ４月９日（土）９時から 12 時 30 分頃まで 入学式

　受検者は、次のとおり口頭による開示請求を行うことができる。
（１）開示請求を行うことができる個人情報

令和４年度島根県公立高等学校入学者選抜学力検査における教科別得点及び合計得点
（２）開示請求を行うことができる者

受検者本人のみ。法定代理人は認めない。

（Ⅳ） 口頭による開示請求
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ただし、郵送による場合は、簡易書留速達に限る。

　持込の場合：３月 14 日（月）、３月 15 日（火）は９時から 17 時まで
　　　　　　　３月 16 日（水）は９時から 12 時まで
　郵送の場合：３月 16 日（水）12 時以降に届いたものについては、３月 14 日（月）までの
　　　　　　　消印があるものに限り受け付ける

　Ｄ　選抜において重視する点

（１）学習の記録及び中学校で到達した学力の程度
（２）特別活動や諸活動の実績
（３）志望理由と学習ならびに部活動の意欲

　Ｅ　出　願　手　続

（１）志願者の提出書類
入学志願者は、次の書類等を出身中学校等の校長を経由して、所定の期間中に本校校長に提

出しなければならない。
（ア）入学願書（本校所定、青色）

黒又は青のペンで記入すること。
志願者の氏名にある文字と各種調査報告書の入力及び印刷に用いる文字が異なる場合に

は、該当の文字を「入力用文字」の欄に記載する。異なる文字を用いていない場合は空欄とせ

ず、斜線を記すこと。
「一般選抜受検校」の欄について、第２・第３・第４志望学科を受検した場合は記載するこ
と。また、受検していない場合は空欄とせず、それぞれ斜線を記すこと。

（イ）一般選抜の際に交付された学力検査料納付済証明書
入学願書裏面の所定の欄にはりつける。

（ウ）入学検定料 800 円
島根県収入証紙で入学願書の所定欄にはりつけること。ただし、消印をしてはならない。

（エ）写真１枚
たて４cm ×よこ３cm（６ヶ月以内に撮影したもの）を願書右部の「受検票」部分にはりつけ

ること。なお、写真は無帽・無背景・正面とし、本人を鮮明に識別できるもの。原則として
制服とする。白黒・カラー写真の別は問わない。

（オ）島根県公立高等学校入学志願承認願（様式第８号）
（保護者が県外に居住する場合又は出身中学校等が県外の場合）

（２）中学校等の提出書類等
出身中学校等の校長は、入学願書等に次の書類等を添付し、所定の期間中に本校校長に提出

しなければならない。
（ア）個人調査報告書（様式第２号）
（イ）学習成績・特別活動の記録等概要表（様式第３号）
（ウ）公立高等学校入学者選抜出願者名簿（様式第 15 号）（第２次募集用）
（エ）上記（ア）及び（ウ）の電子データ（暗号化され、ＣＤ－Ｒに保存したもの）
　　　県外中学校等から出願する際は、（エ）の電子データの提出は不要である。

（３）その他
（ア）いったん受理した入学願書、添付書類等及び入学検定料は返還しない。
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（３）期間
令和４年４月１日（金）から４月 28 日（木）までの９時から 17 時まで。
ただし、期間中の土曜日、日曜日及び国民の祝日、および本校の代休日を除く。

（４）開示請求できる場所
一般選抜における、志願先の公立高等学校（学力検査を受検した高等学校）

（５）本人の確認
受検票の提示。

（６）開示の方法
学力検査得点票（様式第 23 号）を開示する。開示は閲覧のみで写しは交付しないが、受検者

本人がメモを取ることは問題ない。
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（３）期間
令和４年４月１日（金）から４月 28 日（木）までの９時から 17 時まで。
ただし、期間中の土曜日、日曜日及び国民の祝日、および本校の代休日を除く。

（４）開示請求できる場所
一般選抜における、志願先の公立高等学校（学力検査を受検した高等学校）

（５）本人の確認
受検票の提示。

（６）開示の方法
学力検査得点票（様式第 23 号）を開示する。開示は閲覧のみで写しは交付しないが、受検者

本人がメモを取ることは問題ない。
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１　毎月の納入金額（１ヶ月平均）
　　　ＰＴＡ会費 500 円 生徒会費 900 円  学年会費 4,200 円　　　
　　　教育振興費 700 円 体育・文化後援会費 1,100 円 クーラー設備費 450 円　　　
　　　進路指導費 700 円 研修旅行費 3,400 円 周年事業積立金 50 円　　　
２　入学時に必要な金額

　　　入　学　料  　5,650 円 　　ＰＴＡ入会金　3,000 円　　 生徒会入会金　1,500 円
　　　教育振興費入学時納付金　 　3,000 円 　　体育・文化後援会入会金　2,500 円
　　　教 科 書 代  　9,000 円 程度　　　副教材費　　15,000 円程度
　　　体 育 用 品 代　〈男子〉 26,000 円 程度 　　〈女子〉　20,000 円程度
　　　制服・上履き代　〈男子〉 50,000 円 程度 　　〈女子〉　60,000 円程度
３　奨学金制度もあります

 （令和３年 10 月１日現在）

　Ⅱ　学　 費（令和３年度分）

　Ⅲ　出身中学校別在籍生徒数

１　　　年 ２　　　年 ３　　　年 合　　　計
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

出 雲 市

平 田 12 15 27 19 20 39 16 21 37 47 56 103
向 陽 12 11 23 5 8 13 5 9 14 22 28 50
第 一 8 5 13 5 5 10 4 3 7 17 13 30
第 二 3 5 8 0 2 1 3 5 6 11
第 三 5 10 15 9 9 18 11 13 24 25 32 57
浜 山 2 2 3 3 2 2 4 2 7 9
湖 陵 0 0 2 2 2 0 2
大 社 3 4 7 2 4 6 2 3 5 7 11 18
河 南 0 3 3 1 2 3 1 5 6

南 0 1 1 0 0 1 1
斐 川 東 13 6 19 7 8 15 10 8 18 30 22 52
斐 川 西 15 11 26 13 9 22 14 10 24 42 30 72
出 雲 北 陵 0 1 1 2 1 1 2 2 2 4

松 江 市

第 一 0 0 0 0 0 0
第 二 0 1 1 1 1 2 0 2
湖 北 0 1 1 2 2 2 3 1 4
宍 道 0 1 1 1 1 1 1 2
鹿 島 1 1 0 0 0 1 1

大 田 市 大 田 西 0 0 1 1 1 0 1
そ　　の　　他 2 1 3 1 1 1 1 3 2 5

計 73 71 144 64 73 137 75 74 149 212 218 430
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